
学校法人幾徳学園 情報公開規程 

 
（目 的） 

第１条  本規程は、私立学校法第４７条第２項および学校法人幾徳学園（以下、「法人」
という。）寄附行為第３３条第２項に基づき、法人が財務情報を閲覧に供し、また
は開示する場合（以下、「財務情報の公開」という。）に必要な事項を定めるもの
とする。 

 
（公開の書類等） 

第２条  財務情報の公開において対象となる財務関係書類は、つぎの各号のとおりとす
る。 
（１）財産目録 
（２）貸借対照表 
（３）資金収支計算書 
（４）消費収支計算書 
（５）事業報告書 
（６）監査報告書 

 
（公開の請求権者） 

第３条  財務情報の公開を請求できる者は、法人との間で法律上の権利義務関係を有す
る者（以下、「利害関係人」という。）とし、つぎの各号に定める者とする。 
（１）法人の設置する学校（大学）に在学する学生およびその保護者 
（２）法人の設置する学校（大学）に入学する意思（学費の入金）が明確に確認で

きる者 
（３）法人と雇用関係にある者 
（４）法人に対する債権者または抵当権者 
（５）その他、法人が利害関係人と認めた者 

 
（公開の方法） 

第４条  財務情報の公開は、閲覧による方法を原則とする。ただし、法人が承認すると
きは、その管理するホームページ、広報誌等による開示を求めることができるも
のとする。 

 
（公開の申請手続き等） 

第５条  財務情報の公開を請求する者は、所定の申請書に住所、氏名、財務情報の公開
を求める書類名、その他必要な事項を記入のうえ、法人（受付は総務課）に提出
しなければならない。ただし、その際に、本人を確認できる書類の提示を要する
ものとする。 

 
（閲覧日の通知） 

第６条  法人は、前条の申請書に基づき、閲覧を請求する者に閲覧日を通知する。 
 



（禁止行為） 
第７条  閲覧する者は、当該書類を汚損し、若しくは毀損し、または定められた閲覧場

所以外に持ち出してはならない。 
２． 閲覧する者は、当該書類を複写、撮影等してはならない。 

 
（閲覧の停止または禁止） 

第８条  法人は、書類を閲覧し、または閲覧しようとする者がつぎの各号のいずれかに
該当するときは、閲覧を停止し、または禁止することができる。 
（１）前条の規定に違反したとき。 
（２）担当者の指示に従わないとき。 
（３）他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。 
（４）その他、本規程に違反したとき。 

 
（閲覧の拒絶） 

第９条  私立学校法第４７条第２項に基づき、つぎの各号のいずれかに該当するときは、
閲覧を拒絶できるものとする。 
（１）所定の閲覧時間外または休業日に請求がなされた場合。 
（２）法人を誹謗中傷することを目的とするなど、不法・不当な目的である場合。 
（３）公開すべきでない個人情報が含まれる場合。 
（４）その他、法人が公開すべきでないと判断する正当な理由がある場合。 

 
（閲覧場所・時間） 

第 10 条  閲覧場所は、財務部（厚木市下荻野）とする。 
２． 閲覧時間は、法人が営業する日の午前９時３０分から午後４時３０分までの間
で相当な時間とする。 

 
（情報公開の促進） 

第 11 条   法人は、利害関係人以外の者に対しても、財務情報の公開を積極的に行うもの
とする。 

２． 法人は、保有する財務情報以外の情報についても、公開を積極的に行うものと
する。 

 
（規程の改廃） 

第 12 条  本規程の改廃は、理事会の議を経て行うものとする。 
 
 
 
附  則   本規程は、平成２１年１２月１日から実施する。 


